
新潟県 新発田市 紫雲寺小学校区 （通学路合同点検 危険箇所）  

学校区域図 

しばた しうんじ 

＜要対策箇所図作成要領＞ 

記載例と以下を参考に、各学校毎に原則１枚で作成願います。 

○危険箇所図 

 ・学校、地元警察署等と合同点検を行った結果、道路管理者が何らかの対策を講

ずることが必要な箇所（＝要対策箇所）のうち、対策メニューが決まっている箇所

を全て図示し、危険箇所の内容と対策メニュー【実施者】を記入してください（必要

に応じて、写真※を掲載して下さい）。 

  ※対策案として以下の関係施策と連携が考えられる箇所は写真は必須とします。 

    ①自転車通行空間の整備 

    ②無電柱化 

    ③踏切道の整備 

    ④バス停およびバス停周辺の整備 

 ・学校指定の通学路を赤点線で図示して下さい 

  （道路網がわかるよう、太さには配慮して下さい） 

 ・細街路も図示されるよう、図面のスケールに配慮して下さい。 

 ・以下については必ず図示して下さい。 

  ①方位、②スケール、③至○○、④その他説明に必要な事項（道路名等） 

 ・学校は目立つように青書きとして下さい。 

 

○学校区域図 

 ・該当小学校の学校区域全体を図示し、危険箇所図の範囲を赤で囲んで下さい。 

 ※作成にあたっては以下のサイト等を活用して下さい。 

  学校教育情報サイト「Gaccom」  http://www.gaccom.jp/ 

  →該当する学校を選択し、”通学区域”を図示 

 

○その他 

 ・標題は○県 ■市（×町） △小学校校区 （通学路緊急合同点検 要対策箇所）

として下さい。  

 ・対策検討メンバーを主体別に記載して下さい。 

 ・難解な地名等は必要に応じてルビを振って下さい。 

：危険箇所 

：通学路（学校指定） 

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課 

主要地方道新潟新発田村上線 

紫雲寺小学校 

至 新発田市街地 

至 村上市 
落堀川 

・県道で交通量が多く大型車
がスピードを出す。横断歩
道がない。 

＜対策メニュー＞ 

 歩道整備は人家が連
続しており困難。歩道
がない箇所については
注意喚起のための路
肩着色を行う。(新潟
県) 

 
【平成28年度に路肩着
色を実施予定】 

至 新潟市 

・防犯灯がないので暗くて危
険。 

＜対策メニュー＞ 

 夜間パトロールを行い
必要箇所には防犯灯
を設置する。(新発田
市) 

http://www.gaccom.jp/


新潟県 新発田市 米子小学校区 （通学路合同点検 要対策箇所）  

学校区域図 

しばた よねこ 

＜要対策箇所図作成要領＞ 

記載例と以下を参考に、各学校毎に原則１枚で作成願います。 

○危険箇所図 

 ・学校、地元警察署等と合同点検を行った結果、道路管理者が何らかの対策を講

ずることが必要な箇所（＝要対策箇所）のうち、対策メニューが決まっている箇所

を全て図示し、危険箇所の内容と対策メニュー【実施者】を記入してください（必要

に応じて、写真※を掲載して下さい）。 

  ※対策案として以下の関係施策と連携が考えられる箇所は写真は必須とします。 

    ①自転車通行空間の整備 

    ②無電柱化 

    ③踏切道の整備 

    ④バス停およびバス停周辺の整備 

 ・学校指定の通学路を赤点線で図示して下さい 

  （道路網がわかるよう、太さには配慮して下さい） 

 ・細街路も図示されるよう、図面のスケールに配慮して下さい。 

 ・以下については必ず図示して下さい。 

  ①方位、②スケール、③至○○、④その他説明に必要な事項（道路名等） 

 ・学校は目立つように青書きとして下さい。 

 

○学校区域図 

 ・該当小学校の学校区域全体を図示し、危険箇所図の範囲を赤で囲んで下さい。 

 ※作成にあたっては以下のサイト等を活用して下さい。 

  学校教育情報サイト「Gaccom」  http://www.gaccom.jp/ 

  →該当する学校を選択し、”通学区域”を図示 

 

○その他 

 ・標題は○県 ■市（×町） △小学校校区 （通学路緊急合同点検 要対策箇所）

として下さい。  

 ・対策検討メンバーを主体別に記載して下さい。 

 ・難解な地名等は必要に応じてルビを振って下さい。 

：要対策箇所 

：通学路（学校指定） 

【対策検討メンバー】教育委員会、小中学校、道路管理者、警察署、新発田市地域安全課 
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米子小学校 

至 聖籠町 

至 村上市 

・冬期間吹き溜まり多発箇所。 

市道二ツ山人橋線 

至 国道7号線 
至 国道7号線 至 新発田市街地 
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＜対策メニュー＞ 

・パトロール強化による
除雪の実施 
・平成28年度から冬期

スクールバスの登校
のみの運行から登下
校の運行に変更(新
発田市) 

・この区間は歩道が狭い、あ
るいは歩道のないところで
ある。冬季間、雪に覆われ
児童が通れないことがよく
ある。 

・真野原外交差点は信号機
はあるが待機場所が非常
に狭い。 

＜対策メニュー＞ 

・交差点に歩行者溜り
の設置 
・除雪の実施 
(新潟県) 
 
【平成27年度に歩行者
溜り設置済み。 

 積雪時には歩道除雪
を実施】 

http://www.gaccom.jp/

